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平 成 ２３年 度 事 業 計 画   
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Ⅰ 定款事項 

 

１ 中小企業勤労者福祉に関する調査研究事業    （定款第４条第１号関係） 

 

事 業 名 内  容 回 数 等

勤労者福祉に関す

る調査研究事業 

(1) アンケート等
による調査 

 

 

 

(2)勤労者福祉施

策研究会等へ

の参加    

     

  （対象：中小企業勤労者並びに市民） 

（１）会員、利用会員等の満足度を高めるため、 

  サービスの利用状況、新たなニーズ等をア 

  ンケート等で調査研究し、事業の充実、新 

  規会員獲得等の施策に反映させる。 

 

（２）連携する勤労者福祉団体に加盟し、当該 

  団体が実施する事業、会議等に参加するこ 

  とにより、サービス内容の充実、事務事業 

  の効率化に資する。 

   又、広域的に連携を図ることによりスケ 

  ールメリットを生み出す。 

ア （社）全国中小企業勤労者福祉サービ

スセンター（以下「全福センター」とい

う）に引き続き加盟し、情報収集、研究

を行う。 

イ 東京都市勤労者共済団体連合会（以下

「連合会」という）に引き続き加盟し、

情報収集、研究を行う。 

  又、共同事業をさらに推し進め、事業 

 コストの削減につなげる。 

ウ 東京都中小企業勤労者福祉サービスセ

ンター協議会（以下「協議会」という）

に引き続き加盟し、情報収集、研究を行

う。 

エ その他、国等公共機関が実施する勤労

者福祉に関する会議、セミナー等に参加

し、情報収集・研究を行う。 

 

 

随 時 

 

 

 

 

随 時 
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２ 中小企業勤労者福祉に関する各種研修会及び講習会事業 

（定款第４条第２号関係） 

 

事 業 名 内  容 回数等 

勤労者福祉に関

する各種研修会、

講習会事業 

（１）勤労者のスキルアップや教養向上のた

めの自主講座の開催や生涯学習講座等

を紹介し、支援する。 

   （対象：中小企業勤労者並びに市民） 

 

ア パソコン教室（シルバー人材センター

が行う講座）を紹介し、受講者に対し

補助を行う。 

 

イ 生涯学習講座や資格取得講座等を紹介

し、受講者に対し補助を行う。 

 （ＮＨＫ学園、実践女子学園生涯学習セ 

  ンター） 

 

ウ 健康セミナーを開催する。 

 

エ 財産形成セミナーを開催する。 

 

オ その他 

 

 

 

 

 

 

随 時 

 

 

 

随 時 

 

 

 

 

１回以上 

 

１回以上 
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３ 中小企業勤労者福祉に関する情報提供事業  （定款第４条第３号関係） 

 

事 業 名 内  容 回数等 

勤労者福祉に関す

る情報提供事業 

 

 

(1)ガイドブック

の配布 

 

 

 

 

(2)会報誌「かわ

せみ」の発行 

 

 

 

(3)ホームページ

による情報提

供 

 

(4)広報事業 

 

 

 

 

 

 

 

(5)情報提供協力

等の事業 

 

(６)広告 

センターの事業普及や会員拡大のための 

広報・訪問・ＰＲ活動を積極的に実施する。 

   （対象：中小企業勤労者並びに市民） 

 

（１）センター概要、年間事業計画、各種制度

の紹介、申請用紙等を掲載した、かわせみ

センターガイドブックを利用会員に配布

し情報提供を行う。 

（２）全福ネットガイドブックを事業所単位で 

  配布し情報提供を行う。 

（１）利用会員を中心にセンターだよりを年間

６回発行し、各種事業の紹介や募集、各種

施設の紹介等の情報提供を行う。 

 ＊印刷物については、会員の理解を得ながら 

 コスト削減を検討していく。 

（１）会報「かわせみ」及び随時最新情報を掲 

  載しセンターの各種事業の紹介、ＰＲを行 

  う。又、Ｅメールで会員等とのコミュニケ 

  ーションによりサービス向上を目指す。 

（１）会員拡大専門員を引き続き雇用し、事業

所を戸別訪問し、勧誘する。 

（２）既加入事業所に未加入事業所の紹介を 

  お願いする。（報奨規程の活用） 

（３）日野市広報等を活用し、広く事業内容を 

  紹介及び会員拡大を図る。 

（４）未加入事業所に対し、ダイレクトメール 
  の送付等による勧誘を行う。 
（１）公共機関等が発行する勤労者福祉事業の 

  各種パンフレット、情報誌を利用会員・市民 

  等に配布、閲覧する。 

（１）会報誌発行時等を活用し、積極的に広告 

  の募集し広告収入の増収を図る。 

 

 

 

 

 

年 1 回 

 

 

 

年 1 回 

 

年６回 

(発行部数)

4,300 部

 

 

年 間 

 

 

 

 年 間 

 

年 間 

 

随 時 

 

随 時 

 

随 時 

 

 

随 時 
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４ 中小企業勤労者のための勤労者福祉事業    （定款第４条第４号関係） 

 

 （１）在職中の生活安定に係る事業 

事 業 名 内  容 回数等 

在職中の生活安

定事業 

 

 

 

(1)共済金給付

事業 

 

 

 

 

 

(2)生活資金融 

資あっせん

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)各種保険の

紹介、あっせ

ん事業 

 

在職中における利用会員の罹災・病気・死亡・

その他不時の出費等から生活の安定及び福祉向

上を図るための共済給付事業・生活融資あっせん

事業を行い生活の安定を図る。 

           （対象：中小企業勤労者） 

（１）在職中の利用会員に各種弔慰金、見舞金及

び祝金を支給する。 

共済給付事業は、（財）全国勤労者福祉・

共済振興協会(全労済）と提携して各種共済の

加入及び給付を行う。併せて、サービスセン

ター独自の給付も行う。 

 

（１）日野市と中央労働金庫の協力により「生活

資金融資」を利用会員対象にあっせんする。 

  ＊保証料は市が負担 

ア 資金の使途  医療、出産、育休時の

生活資金、冠婚葬祭、

教育費、住宅関係費 

イ 貸付限度額  １００万円 

※ただし,一般生活資金は７０万円  

ウ 貸付金利  中央労働金庫の定める利率 

エ 返済期間   ５年以内 

（２）東京都及び中央労働金庫と連携し中小企業 

  従業員向けの融資を紹介する。 

 

（１）（財）全国勤労者福祉・共済振興協会(全労

済)と連携して各種保険の紹介、あっせんを

行う。（終身共済、マイカー共済、火災共済、

総合医療共済、せいめい共済、団体年金共済） 

（２）アメリカンファミリー生命保険会社と連携

し各種保険の紹介、あっせんを行う。   

 

 

 

 

 

 

年 間 

延650人

 

 

 

 

 

年 間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 間 

 

 

年 間 
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（２）健康の維持増進に係る事業 

事 業 名 内  容 回数等 

健康維持増進事

業 

 

 

(1)健康管理事

業 

 

 

 

 

 

 

 

(2)健康施設利

用補助 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)健康増進事

業 

 利用会員の健康管理及び健康増進のため、各種

事業を実施する。 

     （対象：中小企業勤労者並びに市民） 

 

（１）人間ドッグ・脳ドッグ助成 

年各１回 ８，０００円を助成する。 

契約医療機関 ８病院 

 

（２）健康カレンダーの配布   

 

（３）メンタルヘルス事業 

 ＊誰でもが利用しやすい時間帯を検討する。 

 

（１）極楽湯利用券の委託販売を行う。 

 

（２）おふろの王様の委託販売を行う。 

 

（３）温泉特集 

  

（４）利用会員証提示での割引施設 

   八王子温泉やすらぎの湯 

   いこいの湯、秋山温泉、おふろの王様 

 

（１）健康維持増進のためのスポーツ・レクリエ 

  ーション大会を実施する。 

  ア ボウリング大会     ７２人 

  イ ゴルフ大会       ３２人 

 

（２）健康セミナーを実施する(再掲)   

 

 

 

 

 

年 間 

４0 人 

 

 

1,000事業所

 

 年 間 

 

 

年 間 

1,000 枚 

年 間 

 500 枚 

期間限定

2,000 枚 

年 間 

 

 

 

 

 

年１回 

年１回 

 

年 1 回以上
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 (３)老後生活の安定に係る事業 

事 業 名 内  容 回 数 等

老後生活の安定

に係る事業 

 

 

 

 

(1)退職金共済

掛金補助事業

 

 

 

 

 

(2)老後生活設計

の情報提供 

 パートタイマーも含めた従業員の福祉向上

と雇用の安定を図るため、事業所が従業員を退

職金共済制度に加入させた場合に、掛金の一部

を補助する。 

         （対象：中小企業勤労者） 

 

 新規加入の時 

  従業員１人につき１ヶ月の掛金のうち 

  １，０００円を２年間補助 

 掛金増額の時 
  従業員１人につき１，０００円を上限とし 
  て増額部分の２分の１を２年間補助 

 

全福センターと復託契約を結び、広報掲載、

案内書の配布等をすることにより「中小企業退

職金共済制度」の紹介を行う。 

 

年２回 

 

 

 

 

２６６件

 

 

 

 

 

 

年 間 
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（４）自己啓発・余暇活動に係る事業 

事 業 名 内  容 回数等 

自己啓発・余暇 

活動に係る事業 

 

 

 

(1)学習援助 

 

 

 

(2)文化教養活動

 

 

 

 

 

 

 

(3)余暇活動 

 健康で明るい日常生活を送ってもらうために、

利用会員とその家族を対象にした幅広い事業を計

画する。 

      （対象：中小企業勤労者並びに市民） 

 

（１）NHK 学園通信講座、実践女子学園生涯学習 

  センター、シルバー人材センターパソコン教室 

  の受講者に対し、受講料の一部を助成し、生涯

 学習を支援する。（再掲）         

（１）観劇・美術展・イベント等チケット 

（２）ローソン､ファミリーマートチケット助成券 

＊（１）は、会報での取扱いとなるため、紙面の 

 関係で種類が限られてくるので、それをカバー 

 するためにローソン､ファミリーマートで取扱 

 う幅広いチケットを助成の対象にする。 

（３）プリぺードカード 

 

 余暇活動充実のために宿泊助成及び旅行業

者、宿泊施設や遊園地等のレジャー施設と利用

割引契約を締結し低料金で利用できるようにす

る。また、ツアーを実施する。 

（１）宿泊助成 

全国どこの宿泊施設に宿泊しても１人１泊に

つき２，０００円を補助する。（年度内２泊まで） 

（２）レクリエーション施設 

 ア サービスセンターの契約施設 

・西武園ゆうえんち 

・東京サマーランド 

・昭和記念公園レインボープール 

・東京ディズニーランド・東京ディズニーシ 

 ー（マジックキングダムクラブ） 

・サンリオピューロランド 

・スパリゾートハワイアンズ 

・東武動物公園 

 

 

 

 

 

年 間 

１ 人 各 ２

講座 

 ２０人 

 年 間 

 年 間 

 

 

 

 

期間限定 

1,200 枚

 

 

 

 

 年 間 

  1,100 人

 

 

 年 間 

 1,040 枚

500 枚

 500 枚

 2,500 枚

130 枚

  144 枚

100 枚
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 ・大江戸温泉物語 

・箱根ユネッサン 

・さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト 

・よみうりランド 

・日野市民プール 

・立川シネマシティ 

・ＴＯＨＯシネマ 

・FUJIYAMA 倶楽部等優待券の配布 

 イ 連合会統一契約施設の「割引利用券」を

配布する。 

   レジャー施設など４８施設 

 ＊１９市で行う共同事業で、スケールメリッ

トを生かして得た割引利用券。 

（３）ブルーベリー狩り補助 

 ＊市内農家で、自分で収穫した新鮮な美味し 

 いブルーベリーが購入できます。 

（４）プロ野球観戦のあっせん 

  東京ドームの公式戦チケットをあっせん。 

（５）ツアーを実施する。 

 5 月 芝桜とＢ級グルメ 

 6 月 信州さくらんぼ狩り 

  9 月 東京ブラリ再発見の旅（平日ツアー） 

  11 月 紅葉狩り・弥彦菊祭り 

 12 月 茨城那珂湊・買い物 

 2 月 いちご狩り・伊豆 

 11 月 連合会合同宿泊旅行・北海道 

（６）センター指定の旅行会社主催ツアーを紹 

  介し、参加費の一部を補助する。 

（７）旅行商品割引指定店 

  一般料金よりも安い料金で旅行が出来る 

 よう旅行会社と契約し、紹介する。 

（８）協定宿泊施設（約２００施設） 

  一般料金よりも安い料金で宿泊が出来る 

 よう宿泊施設等と契約し、紹介する。 

 

20 枚

160 枚

  80 枚

300 枚

300 枚

1,400 枚

  500枚

 年 間 

 年 間 

 

 

 

 

期間限定 

  

 

  150席

 

 

   40 人

   80 人

   40 人

   40 人

   80 人

   40 人

   28 人

 1,000 円

年 間 50 人

 年 間 

 

 

 年 間 
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（５）財産形成に係る事業 

事 業 名 内  容 回数等 

財産形成事業 

(1)財産形成に関

する情報提供 

 

(2)財産形成セミ

ナーの実施 

 

全労済が実施する個人年金共済等の紹介な

ど財産形成に関する情報提供を行う。 

    （対象：中小企業勤労者並びに市民） 

 

財産形成セミナーを実施する。（再掲） 

   （対象：中小企業勤労者並びに市民） 

 

 随 時 

 

 

 

年 1 回以上

 

（６）その他の勤労者福祉事業 

事 業 名 内  容 回数等

(1）(社)全国中小

企業勤労者福

祉サービスセ

ンター協定契

約施設の割引

サービス事業 

（2）「忘年会・クリ

スマス会・新

年会」利用券 

(3)会員指定割引

協賛店の募集 

 

 

 

(4)物資あっせん

 

(5)その他の割引

協定店 

全国約１３０万人の会員を有する｢全福センタ

ー｣がそのスケールメリットを生かして契約し

た割引宿泊施設、レジャー施設、全福市場等の

情報提供と紹介をする。    

    （対象：中小企業勤労者並びに市民） 

 

 

 会員事業所間の相互協力事業 

会員飲食店の活性化と利用会員相互の親睦を兼

ねて、利用券の取り扱い契約を結び、店舗の紹介

と利用券の発行を行う。1,000 円券 

 

 会員事業所間の相互協力事業 

 会員店舗で会員証提示で割引が受けられる契

約協賛店を紹介する。    

 契約協賛店を増やしていきます。 

 

 厳選した産地直送品の紹介をする。 

 

 冠婚葬祭、グルメ、レンタカーなど事業者と 

割引契約を締結し、紹介する。 

 

年 間 

 

 

 

 

 

 

期間限定 

 800 枚

随 時

 

 

 

 

随 時

 

年 間
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５ 東京都及び日野市が行う中小企業勤労者福祉推進事業への協力事業  

（定款第４条第５号関係） 

事 業 名 内  容 回 数 等

勤労者福祉推進

事業の協力事業 

（１）東京都及び日野市が行う勤労者福祉推

進事業について協力を行う。 

 随 時 

 

６ その他センター目的を達成するために必要な事業（定款第４条第６号関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 管理・運営事項 

１ 総会の開催（予定） 

 内  容 

第１回定時総会 開催日時：平成２３年５月２４日（火）午後３時～ 

開催場所：日野市商工会館３階 

予定議事：平成２２年度事業報告承認の件 

平成２２年度収支決算承認の件 

監査報告 

その他 

 

 内  容 

第２回定時総会 

 

開催日時：平成２４年３月２７日（火）午後３時～ 

開催場所：日野市商工会館３階 

予定議事：平成２３年度収支補正予算承認の件 

平成２４年度事業計画承認の件 

平成２４年度収支予算承認の件 

その他 

＊（注）一般社団法人への移行認可が完了すれば、新たな定款により、総会 

 は６月一回の開催となるため、総会の日程は変わります。 

  事 業 名            内  容           回 数 等 

中小企業振興の  (１) 会員事業所の事業案内パンフレット・ 
協力事業       チラシを会報「かわせみ」発行時に同封 (会報発行時)

           する。     
            年 1回、A―4版、1枚に限り無料 
            希望事業所多数の場合は抽選 
                  （対象：中小企業勤労者） 
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 ２ 理事会の開催（予定） 

 内  容 

第１回理事会 開催日時：平成２３年５月１０日（火）午後３時～ 

開催場所：日野市商工会館２階 

予定議事：報告事項 

平成２３年度第１回総会の開催及び提出議案

について 

その他 

 内  容 

第２回理事会  

 

 

開催日時：平成２３年９月６日（火）午後３時～ 

開催場所：日野市商工会館２階 

予定議事：報告事項（事業・予算の執行状況） 

     今後の福利厚生事業について 

その他 

  

 内  容 

第３回理事会 開催日時：平成２３年１２月６日（火）午後３時～ 

開催場所：日野市商工会館２階 

予定議事：報告事項 

その他  

 

 内  容 

第４回理事会  

   

  

開催日時：平成２４年３月６日（火）午後３時～ 

開催場所：日野市商工会館２階 

予定議事：平成２３年度第２回総会の開催及び提出議案 

     について 

その他 

＊（注）一般社団法人への移行認可が完了すれば、新たな定款により、総会 

 は６月一回の開催となるため、総会の日程に合わせて理事会日程も変わり 

 ます。 

 
３ 監査（予定） 開催日時：平成２３年４月２８日（木） 
          内容   平成２２年度事業報告 

          平成２２年度収支決算 

              その他 

 


